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一

規

則

　

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
二
年
十
月
二
十
九
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
九
十
八
号

　
　
　

�

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改

正
す
る
規
則

　

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
（
平
成
二
十
七
年

宮
城
県
規
則
第
百
二
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
条
第
十
項
中
「
別
表
第
一
の
二
の
項
３
」
を
「
別
表
第
一
の
二
の
項
４
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
十
二
項
と

し
、
同
条
第
九
項
中
「
別
表
第
一
の
二
の
項
２
」
を
「
別
表
第
一
の
二
の
項
３
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
十
一
項
と

し
、
同
条
第
八
項
を
同
条
第
九
項
と
し
、
同
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

10　

条
例
別
表
第
一
の
二
の
項
２
の
規
則
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

一�　

県
内
の
公
立
の
高
等
学
校
、
中
等
教
育
学
校
又
は
特
別
支
援
学
校
の
専
攻
科
に
在
学
す
る
者
に
対
す
る
授
業
料

の
負
担
の
軽
減
に
係
る
支
援
金
の
支
給
の
申
請
の
受
理

　

二�　

前
号
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答

　

三�　

第
一
号
の
支
援
金
の
支
給
の
認
定
を
受
け
た
者
か
ら
の
収
入
状
況
の
届
出
の
受
理
、
そ
の
届
出
に
係
る
事
実
に

つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
届
出
に
対
す
る
応
答

　

四�　

県
内
の
公
立
の
高
等
学
校
等
（
特
別
支
援
学
校
の
高
等
部
を
除
く
。）
の
専
攻
科
に
在
学
す
る
者
の
奨
学
の
た

め
の
給
付
金
の
支
給
の
申
請
の
受
理

　

五�　

前
号
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答

　

第
二
条
第
七
項
中
「
別
表
第
一
の
一
の
項
７
」
を
「
別
表
第
一
の
一
の
項
８
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
八
項
と
し
、

同
条
第
六
項
中
「
別
表
第
一
の
一
の
項
６
」
を
「
別
表
第
一
の
一
の
項
７
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
七
項
と
し
、
同

条
第
五
項
中
「
別
表
第
一
の
一
の
項
５
」
を
「
別
表
第
一
の
一
の
項
６
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
六
項
と
し
、
同
条

第
四
項
中
「
別
表
第
一
の
一
の
項
４
」
を
「
別
表
第
一
の
一
の
項
５
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
第

三
項
中
「
別
表
第
一
の
一
の
項
３
」
を
「
別
表
第
一
の
一
の
項
４
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「（
昭
和
二
十
二
年
法

律
第
二
十
六
号
）」
を
削
り
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
二
項
中
「
別
表
第
一
の
一
の
項
２
」
を
「
別
表
第

一
の
一
の
項
３
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
中
「
別
表
第
一
の
一
の
項
１
」
を
「
別
表
第
一

の
一
の
項
２
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
私
立
学
校
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
七
十
号
）
第
三
条
に
規
定
す

る
」
及
び
「（
以
下
「
学
校
法
人
」
と
い
う
。）」
を
削
り
、
同
項
を
同
条
第
二
項
と
し
、
同
条
に
第
一
項
と
し
て
次
の

一
項
を
加
え
る
。

　
　

条
例
別
表
第
一
の
一
の
項
１
の
規
則
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

一�　

私
立
学
校
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
七
十
号
）
第
三
条
に
規
定
す
る
学
校
法
人
（
以
下
「
学
校
法
人
」

と
い
う
。）
が
設
置
す
る
県
内
の
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
高
等

学
校
、
中
等
教
育
学
校
（
後
期
課
程
に
限
る
。）
又
は
特
別
支
援
学
校
（
高
等
部
に
限
る
。）（
第
十
項
第
一
号
に

お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
「
高
等
学
校
」、「
中
等
教
育
学
校
」
又
は
「
特
別
支
援
学
校
」
と
い
う
。）
の
専
攻
科
に
在
学

す
る
者
に
対
す
る
授
業
料
の
負
担
の
軽
減
に
係
る
支
援
金
の
支
給
の
申
請
の
受
理

　

二�　

申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答

　

三�　

収
入
状
況
の
届
出
の
受
理
、
そ
の
届
出
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
届
出
に
対
す
る
応
答

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

�

　

県
立
都
市
公
園
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
二
年
十
月
二
十
九
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
九
十
九
号

　
　
　
県
立
都
市
公
園
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
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県
立
都
市
公
園
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
四
年
宮
城
県
規
則
第
三
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
八
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　

九�　

石
巻
南
浜
津
波
復
興
祈
念
公
園
管
理
事
務
所
及
び
東
部
土
木
事
務
所
（
石
巻
南
浜
津
波
復
興
祈
念
公
園
に
お
い

て
除
却
し
た
工
作
物
等
に
限
る
。）

　

第
九
条
第
二
項
第
四
号
中
「
矢
本
海
浜
緑
地
」
の
下
に
「
及
び
石
巻
南
浜
津
波
復
興
祈
念
公
園
」
を
加
え
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


